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1 

 
委託国庫送金事務取扱手続（被仕向店用）の使用にあたって 

 

 

１．委託国庫送金事務取扱手続の構成等 

  

（１）構   成 

  イ．はじめに 

    委託国庫送金事務取扱上の基本的な事項を記載している。 

  ロ．仕向店の事務 

    仕向店の事務は記載を省略している。 

  ハ．被仕向店の事務 

    被仕向店の事務を取扱手順にしたがい記載している。 

  

（２）記載区分等 

  イ．左右ページの記載区分 

    原則として、次表の区分にしたがい記載している。 

 

左のページ 右のページ 

・ 基 本 的 事 項 

・ 標 準 的 事 項 

・ 注意事項 

・ 計表の作成例等 

・ 参考図表 

  書類名称について 

  は適宜略称を使用 

 

 ○ 左ページと右ページとの関連づけは、各ページごとに付けた①②……の連続番号によっ

ている。 
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  ロ．書式、参考書式の区分 

     次表の区分にしたがい記載している。 

 

書     式 参 考 書 式 

・ 取扱店が作成するもの 

（各事務に記載） 

・ 官庁等が作成するもの 

   この取扱手続の末 

   尾に収録。主なも 

   のは各事務に例示 

 

  ハ．事務のつなぎ方 

      次のようなつなぎ方をしている。 

    〔例〕「被仕向店の事務」の中でつなぐ場合 

      国庫金送金通知書は、後記４．「証票等の整理保管」（委 206ページの（１））へ 

 

 

 

２．委託国庫送金事務取扱手続に収録していない事務の取扱い 

  

この手続に収録していない事務については、すべて日本銀行の本支店に照会のうえ、その

指示にしたがって取扱うことにしている。 
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委託国庫送金事務取扱手続 
 

 

昭和 56.12.28国丙第 92号 

 以下累次改正 

（2024.12.3業庫第63号まで反映済） 
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は  じ  め  に 

 

１．この手続の適用 

 

日本銀行の本支店または代理店から依頼を受けた国庫金の送金および振込（以下「委託国

庫送金」という）に関する事務を取扱う金融機関の店舗（以下「取扱店」という）は、別に

定めがある場合
①
を除き、この手続によりその事務を取扱う。 

 

２．委託国庫送金の取扱区分 

 

委託国庫送金は、銀行払
②
、当座振込

③
および外国送金

④
に区分して取扱う。 

 

 

 

 

仕 向 店 の 事 務 

 

 

（略） 
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① この手続のほか、別に定めがあるもの 

   ・ 国家公務員給与振込事務取扱要領（委託国庫送金依頼先金融機関用） 

   ・ 全銀システムにより受信した振込明細データ等による振込事務取扱要領 

   ・ 日本銀行の本支店から送付された事務取扱いに関する通知類 

     

 

 

② 

 

銀行払とは、国内の銀行等の店舗を被仕向店とする受取人への送金をいう。 

 

③ 

 

当座振込とは、国内の金融機関の店舗にある受取人の預貯金口座への振込をいう。 

 

④ 

 

外国送金とは、外国にある金融機関の店舗を被仕向店とする受取人への送金または同店舗

にある受取人の預貯金口座への振込をいう。 
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被 仕 向 店 の 事 務 

 

１．銀行払の送金案内の受付
① 

 

仕向店から、送金案内を受けたときは、次の取扱いをする。 

 

（１）送金案内の書類の確認 

 

○ 被仕向店名が自店となっていること。 

 

○ 送金案内が次の方法によるものであること。 

・ 仕向店が自行店舗の場合……自行所定の方法
②（編注１） 

・ 仕向店が他行店舗の場合……内国為替取扱規則所定の方法
③（編注２）

 

 

（編注１） 自行所定の方法とは、取扱金融機関所定の方法をいう。 

（編注２） 内国為替取扱規則所定の方法とは、一般社団法人全国銀行資金決済

ネットワーク制定の規則所定の方法をいう。 
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①（参考） 国庫金送金関係書類の流れ－仕向店が他行店舗の場合－ 

 

                日                    ③ 
                本           
                銀 
             ①  行        ②      ⑤ 
  送             の 
  金          ①  代    ②      
  請             理                     
  求          ①  店    ②               ④ 
  官              
  庁           ①                  受 取 人 
  等 
 

②（参考）１．仕向店（自行店舗）から国庫金送金案内書（参考書式第３号）の送付を受けるか、

自行の行内オンラインシステム等により送金案内を受けることになる。 

 

２．【送金案内の記載例】－国庫金送金案内書の送付を受けた場合－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
③（参考）【送金案内の記載例】－仕向店が他行店舗の場合－ 
宛先符号・通過番号 
 
 
取扱日 
 
20031222 

通信種目 
コード 
2154 

付加 
コード 
000 

受信銀行・店 
 
ﾍｲｾｲ ﾄｳｷﾖｳ 

自
由 
欄 

金額 
 
000000000250000 

発信銀行・店 
 
ｼﾖｳﾜ ﾎﾝﾃﾝ 

自 
由 
欄 

銀行間手数料 
 
 

番号 
 
2724 

ＥＤＩ情報 
自由欄 

受取人 
 
ｻｶｲ ｲﾁﾛｳ 
依頼人 
 
 

備 考 
 
 
備 考 
 
ｻｶ ﾊ ｻｹ ｲﾊ ｲﾄﾞ ﾉｲ 
発信番号 
 
 

照会番号 センター処理時分－処理番号 

被仕向店名 

 

 

仕向店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送金［国庫金］の通

信種目コード 

送金請求書 

送金案内書 

送金明細票 

・決 済 票 

送金通知書                     

送金依頼書 

同一店舗 

送金案内 

 電 文 

国送支払済 

報 告 書 

被
仕
向
店
（
取
扱
店
） 

仕

向

店 

国 庫 金 送 金 案 内 書 

通知書日付 令和５年１２月２２日 

                         （日 付）５．１２．２２ 
                                （   店所属） 

                             ○ ○ 銀行 ○ ○店 
                                  郵便局 

 

 
 

（略） 

 

 ○○ 銀行 △△  店 
         郵便局 

 
 
〒×××－×××× 

○○市○○町○○ 
 
  立 川 正 男 
 

払
渡
店
名 

 

（
受
取
人
住
所
氏
名
） 

 

番 
   8011 
号 
 
備 
 
考 

 

金額       \ ５０００ 
 
 
 

（ 日 付 ） 

 

（注意）支払の際は、本人確認をして下さい。 
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（２）送金案内の書類の保管 

 

○ 送金案内の書類は、受取人から国庫金送金通知書
①
（参考書式第１２号）により支払

いの請求（委 176ページの２.）を受けるまで保管
②
する。 

 

 



 

委 175 

① 国庫金送金通知書の記載例は、委 177ページの①参照。 

 

②（参考） 保管中に、送金案内の書類に記載されている通知書日付
（注１）

から１年
（注２）

を

過ぎた場合は、「通知書日付から１年を過ぎた送金案内の書類がある場合」（委200ペー

ジの（７））の取扱いをすることになる。 

 

（注１） ・ 国庫金送金案内書の場合……国庫金送金案内書に記載されている通知書日付。 

・ 自行の行内オンラインシステム等または内国為替取扱規則所定のテレ為替の場合… 

…送金案内の書類に記載されている取扱日付（備考欄に、例えば「12-25 ｱﾂｶｲ」と記載

がある場合は、その日付）。 

（注２）  １年の支払期間満了日（支払うことができる最終日）の算定例は、委 177 の３ページ

の③１．参照。 
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２．銀行払の支払い
 

 

窓口で国庫金送金通知書により支払いの請求を受けたときは、次の取扱いをする。 

 

 （１）国庫金送金通知書
①
の確認 

 

   ○ 払渡店名が自店となっていること。 

 

  ○ 発行者の資格、官職、氏名
（注）

が記載されていること。 

           （注） センター支出官
②
が発行した国庫金送金通知書（参考書式第１２号（１））

および指定歳入歳出外現金出納官吏
②
または特別調達資金会計官等

②
が発行

した国庫金送金通知書（同第１２号（２））には、氏名は記載されない。 

 

   ○ 発行日から１年
③
を過ぎていないこと。 

    

○ 記載事項が整っていること。 

    ・ 金額に訂正、改ざんがないか 

    ・ 受取人の住所、氏名、番号の記載もれがないか 
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① 【国庫金送金通知書の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②（参考）１．センター支出官とは、「予算決算及び会計令」（昭和２２年勅令第１６５号）に定

めるセンター支出官をいう。 

２．指定歳入歳出外現金出納官吏とは、「電子情報処理組織を使用して処理する場合

における保管金取扱規程等の特例に関する省令」（平成１７年財務省令第５号）に

定める財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏をいう。 

３．特別調達資金会計官等とは、「特別調達資金設置令施行令」（昭和２６年政令第２７１

号）に定める資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官および資金出納官吏をいう。 

 

・官署の所在地および官署名の記載が省略されていてもよい。 

国

庫

金

送

金

通

知

書 

国庫金送金通知書 
令和 ６ 年 １２ 月 ２０ 日発行 

（官署の所在地及び官署名） 

○○市○○町○○ 

  

       
○○省○○課 

（資格・官職・氏名） 

資金前渡官吏 ○○省○○課長 

     土  田    博 

○ ○ 銀 行 △ △ 店 

 

 
 金 額  ￥ ２５０ ０００  

〒×××－×××× 

△△市○○町○○ 
 

酒 井 一 郎 
           殿 

（事由            ） 

 番

号 
２７２４ 

 （日 付） 

備

考 

 

○裏面の領収証にご記入のうえ窓口へお出し下さい。 

 

 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

～ 

発行日 

発行者 

払渡店名 

受取人 

    住所 

    氏名 
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③ １．１年（支払期間）の満了日（支払うことができる最終日）は、国庫金送金通知書の発行

日の翌日（起算日）から起算して、その翌年同月同日（応当日）の前日となる。満了日が

休日のときは、翌営業日が満了日となる（民法１４０、１４２、１４３条による）。 

 

   【支払期間満了日の算定例】 
 国庫金送金通 

知書の発行日 
起 算 日 応 当 日 満 了 日 

平年の場合 ６．２．２８ ６．３． １ ７．３．１ ７．２．２８ 

うるう年の 
場   合 

８．２．２８ ８．２．２９ な  し ９．２．２８ 

８．２．２９ ８．３． １ ９．３．１ ９．２．２８ 

翌年がうる 
う年の場合 

７．２．２８ ７．３． １ ８．３．１ ８．２．２９ 

 

  ２．（参考） 発行日から１年を過ぎた国庫金送金通知書については、「発行日から１年を過

ぎた国庫金送金通知書により支払いの請求を受けた場合」（委 202ページの（８））

の取扱いをすることになる。 
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   ○ 裏面の領収証、委任状の記載が整っていること
①
。 

 

区分 
書類等 

の名称 
確  認  方  法 

 

領 

 

収 

 

証 

・ 受領者の住所、氏名（注）が記載されているか 

・ 受領者の住所、氏名が、表面に記載されている受

取人の住所、氏名と一致②しているか 

・ 受領日が記載されているか 

 

領 

 

収 

 

証 

・ 受領者の住所、氏名が記載されているか 

・ 受領者の氏名が、委任状に記載されている受任者

（代理人）の氏名と一致しているか 

・ 受領日が記載されているか 

委③ 

 

任 

 

状 

・ 委任者の住所、氏名（注１）（注２）が記載されている

か 

・ 委任者の住所、氏名が、表面に記載されている受

取人の住所、氏名と一致②しているか 

・ 委任日が記載されているか 

 

     （注１） 地方公共団体、地方公営企業、会社等が受領者または委任者となっている場合は、それ

ぞれの受領権利者の資格、氏名が記載④されていること。 

        ・ 地方公共団体、地方公営企業等の受領権利者は、別表１．（委 208ページ）参照。 

        ・ 会社等の受領権利者は、別表２．（委 209ページ）参照。 

     （注２）署名（自署）であること。ただし、記名押印がある場合には、受け付けて問題ない。 

 

受
領
者
が
本
人
の
場
合 

受 

領 

者 

が 

代 

理 

人 

の 

場 

合 
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① 【国庫金送金通知書裏面の領収証、委任状の記載例】 

 １．受領者が本人の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２．受領者が代理人の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 受領者または委任者の住所が、転居、町名変更、地番変更等の事由により表面の受取人欄に

記載されているものと異なるときは、その間の事情を確かめ、適宜事由を付記しておく。 

③ 受領者が復代理人の場合（国庫金送金通知書が代理人あてとなっているものを、さらにその

代理人が受領する場合を含む）は、その選任について本人の承諾書が必要。 

④ 【受領者の記載例】－受領者が地方公共団体（県）の場合－ 

  ・ １．２．いずれの記載方法でもよい。 

         １．○○県指定金融機関 

            株式会社○○銀行○○支店 

            支店長  内 田   孝 

         ２．○○県指定金融機関 

                ○○銀行○○支店 

 

 

  

 

 

 

  
 受領日 

 

  受領者 

 

 

 

       ・領収証の収入印紙貼付箇所に「要」 

    と表示がある場合は、収入印紙がは 

    られる。 

 

領 収 証      委 任 状 
 

表記の金額を受領しました。     表記の金額の受領方を 

                             に 

  令和 ６ 年 １２月 ２６日    委任しました。 

 

  住所 △△市○○町○○              令和 年 月 日 

 

  氏名  酒井一郎          住所 

                      

                                        氏名 

 

収 入 

印 紙 

 

要・不要 

  

 

 
   受任者（代理人） 
 

     委任日 

 

 

       委任者（受取人） 

 

 

領 収 証      委 任 状 
 

表記の金額を受領しました。     表記の金額の受領方を 

                     土井京子    に 

  令和 ６ 年 １２月 ２６日    委任しました。 

 

  住所 △△市○○町○○              令和６年１２月２５日 

    代理人 

  氏名  土井京子          住所 △△市○○町○○ 

                      

                                        氏名 酒井一郎 
 

収 入 

印 紙 

要・不要 



 

委 180 

 （２）国庫金送金通知書と送金案内の書類
①
との照合 

 

   ○ 国庫金送金通知書の金額その他の記載事項
（注）

が、送金案内の書類（委 174 ペー

ジの（２））と一致
②
していること。 

     （注）その他の記載事項とは、受取人氏名、発行日③、番号をいう。 

   

 ○ 国庫金送金通知書に「再発行」と記載されている場合は、送金案内の書類に次の事

項が記載されていること。 

       ・ 国庫金送金通知書の亡失（き損）届受付の旨 

         または 

         支払停止の旨 

       ・ 国庫金送金通知書の再発行通知受付の旨 

 

 

 

④ 
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①（参考） 仕向店から送金案内の書類が到着していない場合は、「送金案内が到着していない

場合」（委 184ページの（１））の取扱いをすることになる。 

 

②（参考） 一致していない場合は、「国庫金送金通知書の金額その他の記載事項が送金案内の

書類（国庫金送金案内書を除く）と一致していない場合」（委 186 ページ（２））の取

扱いをすることになる。 

 

③ 発行日とは、送金案内の書類に記載されている次の日付をいう。 

・ 国庫金送金案内書の場合……国庫金送金案内書に記載されている通知書日付。 

・ 自行の行内オンラインシステム等または内国為替取扱規則所定のテレ為替の場合……

送金案内の書類に記載されている取扱日付（備考欄に、例えば「12-25 ｱﾂｶｲ」と記載が

ある場合は、その日付）。 

 

④（注意） 送金案内の書類に亡失（き損）届受付の旨等の記載があるものについては、受取人

から当初発行された国庫金送金通知書
（注）

により支払いの請求があっても、支払う

ことができない（仕向店から国庫金送金通知書の再発行通知を受付けた後に、「再発行」

と記載されている国庫金送金通知書により支払いの請求を受けた場合にのみ支払うこ

とができる）。 

     （注）当初発行された国庫金送金通知書は発行者に返送するよう受取人に指示する。 
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 （３）支払請求者の確認 

 

   ○ 支払請求者が、国庫金送金通知書の領収証欄に記載されている受領者であること
①
。 

 

 （４）国庫金送金通知書金額の支払い等 

 

   ○ 国庫金送金通知書金額を支払う。 

 

   ○ 国庫金送金通知書と送金案内の書類とに支払日を記入
②
する。 

 

   ○ 次の方法により、国送支払済報告書を作成し、仕向店に送付する。 

    ・ 仕向店が自行店舗の場合……自行所定の方法
③
 

    ・ 仕向店が他行店舗の場合……内国為替取扱規則所定の方法
④
 

 

   国庫金送金通知書
⑤
      は、後記４．「証票等の整理保管」（委 206ぺー 

   送金案内の書類
⑥
       ジの（１）)へ 
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①１．印鑑証明書、運転免許証、旅券（パスポート）、公的医療保険の被保険者証等または資格

確認書、個人番号カード、年金手帳、預金通帳等の提示を求める。この場合、次表に掲げる

本人確認書類の提示を受けたときは、次表の「番号等」欄に定める各番号等の書き写しや各

番号等記載部分のコピーをしないこと。 

本人確認書類 番号等 

公的医療保険の被保険者証等または資格確認書 被保険者等記号・番号等 

個人番号カード 個人番号 

年金手帳 基礎年金番号 

医療券、調剤券、介護券 公費負担者番号および受給者番号 

 ２．（参考） 支払請求者が代理人の場合は、委任状の提出を受けることになる。 

② 支払日の記入に代えて自行所定の出納印等を押してもよい。 

③（参考） 支払済の国庫金送金案内書を送付するか、または下記④に準じた取扱いをすること

になる。 



委 183-2 



委 183-3 

④（参考） 次の事項を記入した国送支払済報告書
（注）

を作成し、これを仕向店に送付するこ

とになる。 

      ・ 標 題           ・ 被仕向店名    ・ 取組番号 

       （国送支払済報告） 

         ・ 支払日      ・ 取組日 

            ・ 仕向店名     ・ 金 額 
 

（注） 送金案内の書類の上部余白にゴム印などで国送支払済報告と表示して、支払済報告書に代用

してもよいことになっている（内国為替取扱規則）。 

 

【国送支払済報告書の作成例】－送金案内の書類で代用した場合－ 

 

 
宛先符号・通過番号 
 
 
取扱日 
 
20031219 

通信種目 
コード 
2154 

付加 
コード 
000 

受信銀行・店 
 
ﾍｲｾｲ ﾄｳｷﾖｳ 

自
由 
欄 

金額 
 
000000000250000 

発信銀行・店 
 
ｼﾖｳﾜ ﾎﾝﾃﾝ 

自 
由 
欄 

銀行間手数料 
 
 

番号 
 
2724 

ＥＤＩ情報 
自由欄 

受取人 
 
ｻｶｲ ｲﾁﾛｳ 
依頼人 
 
 

備 考 
 
ｻｶ ﾊ ｻｹ ｲﾊ ｲﾄﾞ ﾉｲ 
備 考 
 
 
発信番号 
 
 

照会番号 センター処理時分－処理番号 
 
        15.12.26 

 

⑤ 自店の伝票として使用しなかったもの。 

⑥ 国送支払済報告書等として使用しなかったもの。 

国送支払済報告 

国送支払済報告

の表示 

支払日 
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 ３．銀行払のその他の取扱い 

 

 （１）送金案内が到着していない場合
① 

    

○ 次の方法により、送金案内の未着について仕向店に照会し、送金案内を受ける。 

    ・ 仕向店が自行店舗の場合……自行所定の方法
②
 

    ・ 仕向店が他行店舗の場合……内国為替取扱規則所定の方法
③
 

 

送金案内の書類は、前記１．（１）「送金案内の書類の確認」（委 172ページ）
④
へ 

 

 

 

 

 

 

 

再製の旨、
処理日 
 

 

【再製分の国庫金送金案内書の記載例】  －仕向店が自行店舗の場合－ 

（書式第２号） 

 

 国 庫 金 送 金 案 内 書 
通知書日付 令和６年１２月１６日 

                        （日 付） ６．１２．１６ 
                         

                           ○ ○ 銀行 ○ ○店 
                                   
 

 
 

（略） 

 

 

 ○○ 銀行 △△  店 

          
 

〒×××－×××× 

△△市○○町○○ 
 
    土 田 春 子 
 

払
渡
店
名 

 

（
受
取
人
住
所
氏
名
） 

 

番 
   3039 
号 
 
備 
 
考 

 

再製 ６ 年 １２月 ２６日 

 

 

金額     \ ３８００００ 
 
 
 

（ 日 付 ） 

 

（注意）支払の際は、本人確認をして下さい。 
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①（参考） 送金案内の未着照会電文等の流れ－仕向店が他行店舗の場合－ 

 

         ①                ②   

                    

                                   

                     ③ 

              ①                    

 

 

 

 

② 国庫金送金案内書の送付を受けている場合で、再製分の送金案内書が当初の送金案内書と前

後して到着したときは、いずれか一方の送金案内書により支払ってよい。 

  この場合、不用となった送金案内書は、余白に不用の旨および取扱店名を記入して取扱店の

印を押し、これを仕向店に返送する。 

 

③（参考）内国為替取扱規則所定のテレ為替により、未着照会の電文を発信することになる。 

 【未着照会の電文例】－仕向店が他行店舗の場合－ 
取扱日 
 

20031219 

通信種目 
コード 

8101 

付加 
コード 

000 

受信銀行・店 
 

ﾍｲｾｲ ﾎﾝﾃﾝ 

自
由 
欄 

金額 
 
 

発信銀行・店 
 
ｼﾖｳﾜ ﾄｳｷﾖｳ 

自 
由 
欄 

銀行間手数料 
 
 

番号 
 
 

ＥＤＩ情報 
自由欄 

受取人 
 

ｶｷ ﾐﾁﾔｸﾆﾂｷｼﾗﾍﾞｺｳ 
依頼人 
 

12-12 ｺｸｿｳ 1237 \120,000. 
備 考 
 

ｳｹﾄﾘﾆﾝ ﾀｶﾔﾏ ｼﾞﾛｳ 
備 考 
 
 

 

④（参考） 受取人から国庫金送金通知書により支払いの請求を受けるまで、他の送金案内の書

類とともに保管することになる。 

 

 

被
仕
向
店
（
取
扱
店
） 

送金通知書 
送金案内の未着照会電文 

回 答 電 文 等 

受 
 
 

取 
 
 

人 

仕 
 
 

向 
 
 

店 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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 （２）国庫金送金通知書の金額その他の記載事項が送金案内の書類（国庫金送金

案内書を除く
①
）と一致していない場合 

 

区分 取  扱  方  法 

 ② 

金 

額 

が 

一 

致 

し 

て 

い 

な 

い 

場 

合 

○ 次の方法により、仕向店に照会し、正当分の送金案内を受ける。 

・ 仕向店が自行店舗の場合……自行所定の方法 

・ 仕向店が他行店舗の場合……内国為替取扱規則所定の方法
③
 

○ 当初の送金案内の書類に金額相違の旨および処理日を記入する。 

正当分の送金案内の書類は、前記１．（１）「送金案内の書類の確認」

（委 172ページ
④
）へ 

当初の送金案内の書類は、後記４．「証票等の整理保管」（委 206

ページの（１））へ 

 

金 

額 

以 

外 

の 

記 

載 

事 

項 

が 

一 

致 

し 

て 

い 

な 

い 

場 

合 

○ 次の方法により、不一致の事項について仕向店に照会し、送

金案内の訂正の通知を受ける
（注）

。 

・ 仕向店が自行店舗の場合……自行所定の方法 

 ・ 仕向店が他行店舗の場合……内国為替取扱規則所定の方法 

○ 送金案内の訂正の通知により、該当の送金案内の書類を訂正

し、送金案内の書類に訂正の旨および訂正日を記入
⑤
する。 

○ 訂正通知書がある場合は、これに処理済の旨および処理日を

記入する。 

訂正通知書は、後記４．「証票等の整理保管」（委 206ページの（１））

へ 

 

（注） 仕向店から送金案内に誤りがない旨の通知を受けた場合は、受取人に国庫金送金通知

書の発行者にその旨申出をするよう指示する。 
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① 国庫金送金通知書と国庫金送金案内書の記載事項が一致していない場合は、受取人に国庫金

送金通知書の発行者にその旨申出をするよう指示する。 

②（参考） 送金案内の内容照会電文等の流れ－仕向店が他行店舗の場合－ 

 

                             ② 

         ①                    

                    

                     ③             

                               ④ 

              ①                    

 

 

                     ⑤ 

③（参考） 内国為替取扱規則所定のテレ為替により、照会の電文等を発信し、正当分の送金案

内を受けることになる。 

 【照会の電文例】－仕向店が他行店舗の場合－ 
取扱日 
 

20040402 

通信種目 
コード 

8101 

付加 
コード 

000 

受信銀行・店 
 
ﾍｲｾｲ ﾎﾝﾃﾝ 

自
由 
欄 

金額 
 
 

発信銀行・店 
 

ｼﾖｳﾜ ﾄｳｷﾖｳ 

自 
由 
欄 

銀行間手数料 
 

 

番号 
 
 

ＥＤＩ情報 

自由欄 

受取人 
 

ｶｷ ｷﾝｶﾞｸｿｳｲﾆﾂｷｼﾗﾍﾞｺｳ 
依頼人 
 

03-26 ｺｸｿｳ 1291 \200,000. 
備 考 
 

ｳｹﾄﾘﾆﾝ ﾔﾏﾀﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 
備 考 
 

ﾂｳﾁｼﾖｷﾝｶﾞｸ \201,000. 
 
 

 

照会番号 自由欄 
 
    

④（参考） 受取人から国庫金送金通知書により支払いの請求を受けるまで、他の送金案内の書

類とともに保管することになる。 

⑤（参考）【送金案内の書類の訂正方法および訂正の旨等の記入例】 

     －仕向店が他行店舗で受取人名を訂正する場合－ 
取扱日 
 

20040315 

通信種目 
コード 

2154 

付加 
コード 

000 

受信銀行・店 
 

ﾍｲｾｲ ﾄｳｷﾖｳ 

自
由 
欄 

金額 
 
000000000150000 

発信銀行・店 
 
ｼﾖｳﾜ ﾎﾝﾃﾝ 

自 
由 
欄 

銀行間手数料 
 
 

番号 
 
121 

ＥＤＩ情報 
自由欄 

受取人         

           ﾀｹ 
          (ﾀｶ)ﾔﾏ ｺｳｲﾁ 
依頼人 
 

 

備 考 
                        訂正 
                        16.5.12 
備 考 
 

ｺｳﾊ ﾋｶﾘ 

訂正方法 

訂正の旨、訂正日 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

送金通知書 

送金案内の 

内容照会電文 

送金案内の電文 
（正当分） 

取消依頼電文 

取消承諾兼 
 資金返送電文 

受 
 
 

取 
 
 

人 

仕 
 
 

向 
 
 

店 

被
仕
向
店
（
取
扱
店
） 
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 （３）受取人から国庫金送金通知書を亡失またはき損した旨の申出を受けた場合 

 

   ○ 受取人から国庫金送金通知書亡失（き損）届
①
（以下「亡失届」という）の提出を

受ける。 

 

   ○ 亡失届の記載事項が整っていることを確かめる。 

    ・ 届出人（受取人）の記名があるか 

    ・ 金額、番号等の記載事項が未払いの送金案内の書類と一致しているか 

 

   ○ 送金案内の書類に亡失（き損）届受付の旨および受付日を記入
②
し、支払いを停止

する
③
。 

 

   ○ 亡失届に次の事項を記入し、これを仕向店に送付する。 

      ・ 未払いの旨 

      ・ 証 明 日   ① 

      ・ 取扱店名 

     

○ 支払いを停止した送金案内の書類は、仕向店から国庫金送金通知書の再発行通知

（委 194ページの（５））を受けるまで保管する。 
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①１．（参考） 亡失届の流れ－仕向店が他行店舗の場合－ 

 

 
                                    送 

                                         金 

          （注） ①       ②      ③       ④   請 

                                         求 

                                         官 

                                         庁 

                                         等 

 

（注）受取人が国庫金送金通知書を亡失（またはき損）した場合に、被仕向店に対しその旨届出る書類。 

なお、送金請求官庁等は被仕向店等の未払証明を確かめたうえ国庫金送金通知書を再発行することになる

（委 195ページの①参照）。 

 ２．【亡失届の記載例および未払いの旨等の記入例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    （様式、規格等は適宜） 

     （注）き損届の場合は、き損した国庫金送金通知書を添付する。 

② 送金案内の書類への亡失届受付の旨および受付日の記入例は、委 195 ページの②１．参照。 

③（注意） 支払停止後は、届出人（受取人）から当初発行された国庫金送金通知書
（注）

によ

り支払いの請求があっても、支払うことができない（仕向店から国庫金送金通知書の

再発行通知を受付けた後に、「再発行」と記載されている国庫金送金通知書により支

払いの請求を受けた場合にのみ支払うことができる）。 
 

（注）当初発行された国庫金送金通知書は発行者に返送するよう受取人に指示する。 

 

（注） 

国庫金送金通知書亡失（き損）届 

金 額 121,000 円 

発 行 官 庁 名 ○○省○○課  

送金通知書日付 ６．１２．９ 

送金通知書番号 １２１５ 

払 渡 店 名 ○○銀行△△店 
 

上記送金通知書を亡失（き損）しましたから 

お届けします。 

        （日付）  ６． １２． ２７ 

      受取人住所 △△市○○町○○ 

         氏名 金田 四郎  ㊞ 
 

○○省○○課 御中 
 

 上記送金は未払いであることを証明します。 
 

         （証明日付） ６． １２． ２７ 

     （被仕向店）○○ 銀行△△支店 

（証明日付） 

（仕 向 店） 

（受付日付） 

（送金請求銀行名） 日本銀行  店 

・ 未払いの旨、 

  証明日 

 

・ 取扱店名 

亡 失 届 

日
本
銀
行
の
代
理
店 

同一店舗 

受 
  

取 
  

人 

仕 
 

 

向 
  

店 

被
仕
向
店
（
取
扱
店
） 
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 （４）支払停止の通知
①
を受けた場合 

 

 イ．未払いの場合 

 

○ 該当の送金案内の書類に支払停止の旨および支払停止日を記入
②
し、支払いを停

止する
③
。 

 

○ 次の方法により、仕向店に支払停止済の通知をする。 

・ 仕向店が自行店舗の場合……自行所定の方法 

・ 仕向店が他行店舗の場合……内国為替取扱規則所定の方法
④
 

 

○ 支払いを停止した送金案内の書類は、仕向店から国庫金送金通知書の再発行通知

（委 194ページの（５））を受けるまで保管する。 

 

○ 支払停止通知書がある場合は、これに処理済の旨および処理日を記入する。 

 

支払停止通知書は、後記４．「証票等の整理保管」（委 206ページの（１））へ 
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①（参考） 支払停止関係書類の流れ－仕向店が他行店舗で未払いの場合－ 

 
               （注） 

 送                                       仕                         

 金                                                                 

 請                                      

 求                        向             

 官 

 庁 

 等                        店 

 

 

（注) 送金請求官庁等が受取人に送付した国庫金送金通知書が未着の場合に、取引店（日本銀行の本支店・代

理店）に提出する書類。 

なお、送金請求官庁等は、その送金が支払停止されたことを確めたうえ、国庫金送金通知書を再発行

することになる（委 195 ページの①参照）。 

② 送金案内の書類への支払停止の旨および支払停止日の記入例は、委195ページの②１．参照。 

③（注意） 支払停止後は、受取人から当初発行された国庫金送金通知書
（注）

により支払いの

請求があっても、支払うことができない（仕向店から国庫金送金通知書の再発行通知

を受付けた後に、「再発行」と記載されている国庫金送金通知書により支払いの請求

を受けた場合にのみ支払うことができる）。 

     （注） 当初発行された国庫金送金通知書は発行者に返送するよう受取人に指示する。 

④（参考） 内国為替取扱規則所定のテレ為替により、支払停止済通知の電文を発信することに

なる。 

 【支払停止済通知の電文例】－仕向店が他行店舗の場合－ 
宛先符号・通過番号 
 
 

取扱日 
 
20040402 

通信種目 
コード 
8104 

付加 
コード 
000 

受信銀行・店 
 
ﾍｲｾｲ ﾎﾝﾃﾝ 

自
由 
欄 

金額 
 
 

発信銀行・店 
 
ｼﾖｳﾜ ﾄｳｷﾖｳ 

自 
由 
欄 

銀行間手数料 
 
 

番号 
 
 

ＥＤＩ情報 
自由欄 

受取人 
 
ｶｷ ｼﾊﾗｲ ﾃｲｼｽﾞﾐ 
依頼人 
 
ｷﾃﾝ 03-24 ｺｸｿｳ 4245 \20,000. 
備 考 
 
ｳｹﾄﾘﾆﾝ ﾅｶﾉ ｺﾞﾛｳ 
備 考 
 
 

発信番号 
 
 

照会番号 自由欄 

 

日
本
銀
行
の
代
理
店 

同一店舗 

支払停止 
 請 求 書 

支払停止済 
 通 知 書 写 

⑥ 

① 支払停止 
請求書写 

支払停止済 
通 知 書 

② 

⑤ 

支払停止 
 依頼電文 

支払停止済 
 通知電文 

④ 

③ 
被
仕
向
店
（
取
扱
店
） 
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ロ．支払済の場合 

 

○ 次の方法により、仕向店に支払済の通知をする。 

・ 仕向店が自行店舗の場合……自行所定の方法 

・ 仕向店が他行店舗の場合……内国為替取扱規則所定の方法
①
 

 

○ 支払停止通知書がある場合は、これに処理済の旨および処理日を記入する。 

 

支払停止通知書は、後記４．「証票等の整理保管」（委 206ページの（１））へ 
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①（参考） 内国為替取扱規則所定のテレ為替により、支払済通知の電文を発信することになる。 

 【支払済通知の電文例】－仕向店が他行店舗の場合－ 
宛先符号・通過番号 
 
 

取扱日 
 
20031226 

通信種目 
コード 
8104 

付加 
コード 
000 

受信銀行・店 
 
ﾍｲｾｲ ﾎﾝﾃﾝ 

自
由 
欄 

金額 
 
 

発信銀行・店 
 
ｼﾖｳﾜ ﾄｳｷﾖｳ 

自 
由 
欄 

銀行間手数料 
 
 

番号 
 
 

ＥＤＩ情報 
自由欄 

受取人 
 
ｶｷ ｼﾊﾗｲｽﾞﾐ ｼﾊﾗｲﾋﾞ 12-22 
依頼人 
 
ｷﾃﾝ 12-02 ｺｸｿｳ 1253 \150,000. 
備 考 
 
ｳｹﾄﾘﾆﾝ ｱｻｲ ﾛｸﾛｳ 
備 考 
 
 

発信番号 
 
 

照会番号 自由欄 
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 （５）国庫金送金通知書の再発行通知
①
を受けた場合 

 

   ○ 亡失（き損）届受付の旨または支払停止の旨が記載されている送金案内の書類に次

の事項を記入し、支払停止を解除する。 

        ・ 国庫金送金通知書の再発行通知受付の旨 

        ・ 受 付 日 

 

   ○ 国庫金送金通知書の再発行通知書がある場合は、これに処理済の旨および処理日を

記入する。 

 

   国庫金送金通知書の再発行通知書は、後記４．「証票等の整理保管」（委206ページの（１））

へ 

 

 

② 



 

委 195 

①（参考） 再発行通知関係書類の流れ－仕向店が他行店舗の場合－ 

   

         

  送                                     仕                         

  金                                                                

 請         ①            ②            ③   

  求                       向             

  官 

  庁 

  等                       店 

                                                                       ④ 

            ①                  受 取 人 

 

 

②１．【送金案内の書類への再発行通知受付の旨等の記入例】 

          －仕向店が他行店舗の場合－ 
宛先符号・通過番号 
 
 

取扱日 
 
20040507 

通信種目 
コード 
2154 

付加 
コード 
000 

受信銀行・店 
 
ﾍｲｾｲ ﾄｳｷﾖｳ 

自
由 
欄 

金額 
 
000000000030000 

発信銀行・店 
 
ｼﾖｳﾜ ﾎﾝﾃﾝ 

自 
由 
欄 

銀行間手数料 
 
 

番号 
 
421 

ＥＤＩ情報 
自由欄 

受取人 
 
ｵｵｶﾜ ｼﾁﾛｳ 
依頼人 
 
 

備 考 

                   亡失届       再発行 
                   16.6.4       16.6.11 
備 考 
 
 

発信番号 
 
 

照会番号 センター処理時分－処理番号 

          ・亡失届受付の旨、受付日 

          ・支払停止の場合……支払停止１６．４．２ 

          ・取消の場合…………取消１６．１２．２４ 

 

 ２．（参考） 国庫金送金通知書の再発行通知受付後は、「再発行」と記載されている国庫金送

金通知書により支払いの請求を受けた場合にのみ支払うことができる。 

 

 

・ 再発行通知受付の 
旨、受付日 

日
本
銀
行
の
代
理
店 

同一店舗 

再発行通知書 再発行 
通知書写 

再発行通知 
  電 文 

再発行された 
送 金通知書 

被
仕
向
店
（
取
扱
店
） 
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 （６）送金取消の通知
①
を受けた場合 

 

イ．未払いの場合 

 

    ○ 該当の送金案内の書類に取消の旨および取消日を記入
②
する。 

 

○ 次の方法により、仕向店に送金取消済の通知をする。 

・ 仕向店が自行店舗の場合……自行所定の方法
③
 

・ 仕向店が他行店舗の場合……内国為替取扱規則所定の方法
④
 

 

○ 送金取消通知書がある場合は、これに処理済の旨および処理日を記入する。 

 

    送金取消通知書
 
  は、後記４．「証票等の整理保管」（委 206ページ 

送金案内の書類
⑤
  の（１））へ 
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①（参考） 取消関係書類等の流れ－仕向店が他行店舗で未払いの場合－ 

   

         

  送                                 ②  仕                   ③    

  金                                                                

 請         ①                             

  求                       向             

  官              ⑤           ④ 

  庁                                 送金資金 

  等                       店  

 

② 送金案内の書類への取消の旨および取消日の記入例は、委 195ページの②１．参照。 

③（参考）１．取消済の国庫金送金案内書を返送するか、または自行の行内オンラインシステム

等により送金取消済の通知をすることになる。 

     ２．自店に送金資金がある場合は、これを仕向店に返れいすることになる。 

④（参考） 内国為替取扱規則所定のテレ為替により、取消承諾兼資金返送の電文を発信するこ

とになる。 

 【取消承諾兼資金返送の電文例】－仕向店が他行店舗の場合－ 
宛先符号・通過番号 
 
 

取扱日 
 
20031224 

通信種目 
コード 
4301 

付加 
コード 
000 

受信銀行・店 
 
ﾍｲｾｲ ﾎﾝﾃﾝ 

自
由 
欄 

金額 
 
000000000110000 

発信銀行・店 
 
ｼﾖｳﾜ ﾄｳｷﾖｳ 

自 
由 
欄 

銀行間手数料 
 
 

番号 
 
 

ＥＤＩ情報 
自由欄 

受取人 
 
1265 ｲﾁｶﾜ ｷﾇｺ 
依頼人 
 
 

備 考 
 
ｷﾃﾝ 12-22 ｺｸｿｳ ﾄﾘｹｼｲﾗｲﾌﾞﾝ 
備 考 
 
 

発信番号 
 
 

照会番号 自由欄 

 

⑤ 送金取消済の通知等に使用しなかったもの。 

 

日
本
銀
行
の
代
理
店 

同一店舗 

取消請求書 

取消請求書写 取消依頼電文 

取消承諾兼 
資金返送電文 

被
仕
向
店
（
取
扱
店
） 
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ロ．支払済の場合 

 

○ 次の方法により、仕向店に支払済の通知をする。 

・ 仕向店が自行店舗の場合……自行所定の方法 

・ 仕向店が他行店舗の場合……内国為替取扱規則所定の方法
① 

 

○ 送金取消通知書がある場合は、これに処理済の旨および処理日を記入する。 

 

送金取消通知書は、後記４．「証票等の整理保管」（委 206ページの（１））へ 
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①（参考） 内国為替取扱規則所定のテレ為替により、支払済通知の電文を発信することになる。 

 【支払済通知の電文例】－仕向店が他行店舗の場合－ 
宛先符号・通過番号 
 
 

取扱日 
 
20031226 

通信種目 
コード 
8104 

付加 
コード 
000 

受信銀行・店 
 
ﾍｲｾｲ ﾎﾝﾃﾝ 

自
由 
欄 

金額 
 
 

発信銀行・店 
 
ｼﾖｳﾜ ﾄｳｷﾖｳ 

自 
由 
欄 

銀行間手数料 
 
 

番号 
 
 

ＥＤＩ情報 
自由欄 

受取人 
 
ｶｷ ｼﾊﾗｲｽﾞﾐ ｼﾊﾗｲﾋﾞ 12-17 
依頼人 
 
ｷﾃﾝ 12-12 ｺｸｿｳ 1411 \210,000. 
備 考 
 
ｳｹﾄﾘﾆﾝ ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 
備 考 
 
 

発信番号 
 
 

照会番号 自由欄 
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 （７）通知書日付
①
から１年を過ぎた送金案内の書類がある場合

②
 

 

○ 通知書日付から１年を過ぎた送金案内の書類に支払期限経過の旨を記入する。 

 

   ○ 次の方法により、仕向店に支払期限経過の通知をする。 

    ・ 仕向店が自行店舗の場合……自行所定の方法
③
 

    ・ 仕向店が他行店舗の場合……内国為替取扱規則所定の方法
④
 

 

   送金案内の書類
⑤
は、後記４．「証票等の整理保管」（委 206ページの（１））へ 
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① 通知書日付とは、送金案内の書類に記載されている次の日付をいう。 

・ 国庫金送金案内書の場合……国庫金送金案内書に記載されている通知書日付。 

・ 自行の行内オンラインシステム等または内国為替取扱規則所定のテレ為替の場合……

送金案内の書類に記載されている取扱日付（備考欄に、例えば「12-25 ｱﾂｶｲ」と記載

がある場合は、その日付）。 

②１．（参考） 支払期限経過関係書類等の流れ－仕向店が他行店舗の場合－ 

 

 

                             ②                

        ①                                              ③   

                                          

                        ②                

                             送金資金                  

                                         

                                        

 

 ２．１年（支払期間）の満了日（支払うことができる最終日）は、通知書日付（国庫金送金

通知書の発行日）の翌日（起算日）から起算して、その翌年同月同日（応当日）の前日と

なる。満了日が休日のときは、翌営業日が満了日となる（民法１４０、１４２、１４３条

による）（「支払期間満了日の算定例」は、委 203ページの①参照）。 

③（参考）１．支払期限を経過した国庫金送金案内書を返送するか、または自行の行内オンラ

インシステム等により支払期限経過の通知をすることになる。 

     ２．自店に送金資金がある場合は、これを仕向店に返れいすることになる。 

④（参考） 内国為替取扱規則所定のテレ為替により、資金返送の電文を発信することになる。 

 【資金返送の電文例】－仕向店が他行店舗の場合－ 
宛先符号・通過番号 
 
 

取扱日 
 
20031222 

通信種目 
コード 
4301 

付加 
コード 
000 

受信銀行・店 
 
ﾍｲｾｲ ﾎﾝﾃﾝ 

自
由 
欄 

金額 
 
000000000002150 

発信銀行・店 
 
ｼﾖｳﾜ ﾄｳｷﾖｳ 

自 
由 
欄 

銀行間手数料 
 
 

番号 
 
 

ＥＤＩ情報 
自由欄 

受取人 
 
1521 ｻｲﾄｳ ﾊﾁﾛｳ 
依頼人 
 
 

備 考 
 
14-12-20 ｺｸｿｳ ｷｹﾞﾝｹｲｶﾍﾝｿｳ 

⑤ 支払期限経過通知書等として使用しなかったもの。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

③ 

仕 
 
 

向 
 
 

店 

決済票 
日
本
銀
行
の
代
理
店 

資金返送 
 電 文 

決済票 

受 入 済 
通知書等 

送
金
請
求
官
庁
等 

被
仕
向
店
（
取
扱
店
） 

同一店舗 
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 （８）発行日から 1年
①
を過ぎた国庫金送金通知書により支払いの請求を受けた場合 

 

   ○ 支払いの請求を受けた国庫金送金通知書の表面余白に次の事項を記入し、これを支

払請求者に返す
②
。 

      ・ 支払期限経過の旨 

      ・ 支払請求日            ③ 

      ・ 取扱店名 
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① １年（支払期間）の満了日（支払うことができる最終日）は、国庫金送金通知書の発行日の

翌日（起算日）から起算して、その翌年同月同日（応当日）の前日となる。満了日が休日のと

きは、翌営業日が満了日となる（民法１４０、１４２、１４３条による）。 

 

   【支払期間満了日の算定例】 
 

 国庫金送金通 
知書の発行日 

起 算 日 応 当 日 満 了 日 

平年の場合 ６．２．２８ ６．３． １ ７．３．１ ７．２．２８ 

うるう年の 
場   合 

８．２．２８ ８．２．２９ な  し ９．２．２８ 

８．２．２９ ８．３． １ ９．３．１ ９．２．２８ 

翌年がうる 
う年の場合 

７．２．２８ ７．３． １ ８．３．１ ８．２．２９ 

 

②（参考） 受取人は、国庫金送金通知書の発行者に対し、償還の請求ができる。 

 

③ 【国庫金送金通知書への支払期限経過の旨等の記入例】 
 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

国庫金送金通知書        （官署の所在地及び官署名） 

令和５年１２月２０日 発行            ○○市○○町○○ 

                ○○労働局 

             （資格・官職・氏名） 

                       支出官 ○○労働局長 

                          井 上 昭 造 

                      

 
                                       （事由             ） 

                                  

 

 ○○ 銀行 △△  店 
 

 

 
〒×××－×××× 

△△市○○町○○           
 
  斎 藤 八 郎  
          殿 

金額         \２1５０ 
 
 

○ 裏面の領収証にご記入のうえ窓口へお出し下さい。 

番 
  １５２１ 
号 
 
備 
 
考 

（日 付） 

支払期限経過 

６.１２.２６ 

○○銀行 

 △△店 

 

・支払期限 
経過の旨、 
支払請求日 

 
 
 
・取扱店名 
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 （９）送金案内の訂正（金額訂正、支払場所変更を除く）通知
①
を受けた場合 

 

   ○ 送金案内の訂正通知により、該当の送金案内の書類を訂正し、送金案内の書類に訂

正の旨および訂正日を記入
②
する。 

      

   ○ 訂正通知書がある場合は、これに処理済の旨および処理日を記入
①
する。 

 

   訂正通知書は、後記４．「証票等の整理保管」（委 206ページの（１））へ 
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①１．（参考） 送金案内の訂正関係書類の流れ－仕向店が他行店舗の場合－ 

   

         

                                                                

                                                                   

           ①            ②            ③   

                                        

                             

                                    

                             

 

 ２．【訂正通知の記載例および処理済の旨等の記入例】－仕向店が他行店舗の場合－ 
宛先符号・通過番号 
 
 
取扱日 
 
20031226 

通信種目 
コード 
8102 

付加 
コード 
000 

受信銀行・店 
 
ｼﾖｳﾜ ﾄｳｷﾖｳ 

自
由 
欄 

金額 
 
 

発信銀行・店 
 
ﾍｲｾｲ ﾎﾝﾃﾝ 

自 
由 
欄 

銀行間手数料 
 
 

番号 
 
 

ＥＤＩ情報 
自由欄 

受取人 
 
ｶｷ ﾃｲｾｲｺｳ 
依頼人 
 
ﾄｳﾃﾝ 12-08 ｺｸｿｳ 1955 \178,000. 
備 考 

                         処理済 
ｳｹﾄﾘﾆﾝ ｱｵｷ ｼﾞﾛｳ                  15.12.26 
備 考 
 
ｾｲﾄｳ ｳｹﾄﾘﾆﾝ ｱｵｷ ｻﾌﾞﾛｳ 
発信番号 
 
 

照会番号 センター処理時分－処理番号 

 

② 【送金案内の書類の訂正方法および訂正の旨等の記入例】 

－仕向店が他行店舗で受取人名を訂正する場合－ 
宛先符号・通過番号 
 
 
取扱日 
 
20031209 

通信種目 
コード 
2154 

付加 
コード 
000 

受信銀行・店 
 
ｼﾖｳﾜ ﾄｳｷﾖｳ 

自
由 
欄 

金額 
 
000000000178000 

発信銀行・店 
 
ﾍｲｾｲ ﾎﾝﾃﾝ 

自 
由 
欄 

銀行間手数料 
 
 

番号 
 
1955 

ＥＤＩ情報 
 

自由欄 

受取人 

         ｻﾌﾞ 
       ｱｵｷ (ｼﾞ)ﾛｳ 
依頼人 

                    訂正 
                    15.12.26 
備 考 
 
 

備 考 
 
 

発信番号 
 
 

照会番号 センター処理時分－処理番号 

 

・処理済の旨、 
 処理日 

・訂正方法 
 
 
・訂正済の旨、 
 訂正日 

日
本
銀
行
の
代
理
店 

同一店舗 

訂正請求書 訂正請求書写

し 

訂正依頼電文 

送
金
請
求
官
庁
等 

仕

向

店 

被
仕
向
店
（
取
扱
店
） 
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 ４．証票等の整理保管 

 

 （１）整理方法、保管期間 

    

   ○ 証票等は、適宜取まとめて次の期間保管
①
する。 

      国庫金送金通知書………１０年 

      その他……………………適 宜 

 

（２）保管方法 

 

   ○ 証票等は、自行所定の保管台帳等に記入
②
し、自店

③
に保管する。 

   ○ 保管期間が満了したものは、保管台帳等に廃棄日を記入したうえ、廃棄する。 
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① 保管期間の起算は、自行所定の方法による。 

 

 

 

 

 

 

 

② 保管期間が適宜のものは、保管台帳等に記入しなくてもよい。 

 

 

③ 証票等を自店以外の店舗等において保管する場合は、文書保管票等に記入したうえ、自行庫

等で定めた保管場所に保管する。 
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別表１． 

国庫金送金通知書の受取人が地方公共団体、地方公営企業等となっている場合の受領権利者 

 

区          分 受 領 権 利 者 備        考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定金融機関等が設置

されている場合 

 

 

原則として指定金融機関 

  

指定代理、収納代理金 

融機関を含む 

 

 

「指定金融機関」等の資

格の記載を受ける。 

「収納代理金融機関」に

支払う場合は、受領権限

があることを確かめる。 

指定金融機関等が設置

されていない場合 

 

 

会計管理者 

会計管理者職務代理 

者を含む 

 

 

会計管理者職務代理者

に支払う場合は、市町村

長等の証明書の提出を

受ける。 

 

    水道、工業用水道、 

    軌道、自動車運送、 

    地方鉄道、電気、ガ 

    ス、病院等（注） 

 

（注）病院等については、その

地方公共団体の条例等に

より公営企業法の適用を

受けているもの 

出納取扱金融機関（収納取

扱金融機関を含む） 

「出納取扱金融機関」等

の資格の記載を受ける。 

受領権限のある企業出納

員 

会計規則（写）等により

受領権限があることを

確かめる。 

管理者  

その公営企業の所属する

地方公共団体の長 

管理者が置かれていな

い場合に限る。 

病院等の場合は、上記のほか病院等の所属する地方公

共団体の受領権限のある会計管理者 

組     合 組合規約により受領権限がある（管理者、収入役等） 

 

 

地
方
公
共
団
体
（
都
道
府
県
、
市
町
村
、
特
別
区
） 

地
方
公
営
企
業 
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別表２． 

国庫金送金通知書の受取人が会社等となっている場合の受領権利者 

 

区    分 
受  領  権  利  者 

代  表  者 その他受領権限があると認められる者 

株 式 会 社 代 表 取 締 役 

（１）社長、副社長、専務取締役また

は常務取締役等会社法第３５４条

の表見代表取締役 

（２）支配人、本店営業部長または支

店長等会社法第１３条の表見支配

人 

（３）出張所または営業所あてのもの

で取引先等の関係により受領権限

があると認められる場合は、出張所

長または営業所長 

有 限 会 社 

代 表 取 締 役 

ただし、代表取締役の定めが

ないものは取締役 

同    上 

合 名 会 社 

代 表 社 員 

ただし、代表社員の定めが 

ないものは業務執行社員 

支配人、本店営業部長または支店長等

会社法第１３条の表見支配人 

合 資 会 社 同 上 同    上 

合 同 会 社 同 上 同    上 

会社更生法による会社 管 財 人  

社 団 法 人 理 事  

財 団 法 人 同 上  

社 会 福 祉 法 人 同 上  

学 校 法 人 同 上  

医 療 法 人 同 上  

宗 教 法 人 代 表 役 員  

国 民 健 康 保 険 組 合 、  

国民健康保険団体連合会 
理 事 
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区    分 
受  領  権  利  者 

代  表  者 その他受領権限があると認められる者 

森林組合および同連合会 理 事  

消 費 生 活 共 同 組 合 

お よ び 同 連 合 会 
同 上  

農 業 共 済 組 合 

お よ び 同 連 合 会 
同 上  

中小企業等協同組合法に 

基づく組合および連合会 
代 表 理 事 

組合長、連合会長等中小企業等協同組

合法第３６条の８の表見代表者および

参事 

農業協同組合法に基づく 

組 合 お よ び 連 合 会 
理 事 参       事 

水産業協同組合法に基づ 

く 組 合 お よ び 連 合 会 
同 上 同       上 

清 算 中 の 会 社 、 社 団 

（財団）法人または組合 
清 算 人  

公 庫 等  出納役または分任出納役 

土 地 改 良 区 理 事  
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委託国庫送金事務取扱手続の参考書式 

 

 参考書式第１号、第２号（略） 

 

 参考書式第３号 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 参考書式第４号～第１１号（略） 

 

 

参  考 

国 庫 金 送 金 案 内 書 
通知書日付 令和  年  月  日 

                          （日 付） 

                                   （   店所属） 

                            銀行   店    

                               郵便局     

 

    銀行     店 

         郵便局 

 
 
 

（受取人 住所 氏名） 
 

払
渡
店
名 

金額   

（注意）支払の際は、本人確認をして下さい。 

番   
号 
 
備 
考 

（日 付） 
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参考書式第１２号（１） 

（表  面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（裏  面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用紙寸法 縦１１cm、横２１cm 

 

 

国 庫 金 送 金 通 知 書 
 

令和  年  月  日発行 

右の金額を次の金融機関でお受け 

取り下さい。 

 

 

 

（ 注 意 事 項 ） 

１ この通知書の受領後、盗難等  

 のためこの通知書により第三者 

 がその支払いを受けたときは、 

 通常の場合、国は貴殿に対しお 

 支払いできないことになりますの 

で、払渡しを受けるまでは大切 

に保管して下さい。 

２ この通知書を亡失したときは、 

 ただちに上記の銀行又は郵便局 

 に支払いの停止を請求して下さ 

い。この場合、その支払いがま 

だなされていないときは、上記 

金融機関を経由して発行官署へ 

届け出て下さい。 

（裏面につづく） 裏面の領収証にご記入のうえ窓口へお出し下さい。 

 
    銀行   店 

        

郵便局 

 

 

 

 

 

 

 

（受取人 住所 氏名） 

（官署の所在地及び官署名） 
 
（資格 官職 氏 名 ） 
 
 
 
 
 
 
 事 
 由 
 
 

金額 

番 

号 

 

備 

 

考 

（日付） 

 

 
領  収  証 

 
 表記の金額を受領しました。 

 

 
令和 年 月 日 

 

 
 住 所 

 
 氏 名         

 

 

 

 

 

 

 
委   任   状 

 
 表記の金額の受領方を 

 

         に委任 

 

しました。 

 

 

  令和 年 月 日 

 

  住 所 

 

 氏 名        

    

収  入 

 

 

印  紙 

要・不要 

（表面よりつづく） 
３ この通知書により送金金額を受け取る者は、
印鑑証明書、身分証明書又は預貯金通帳等正当
な受取人又はその代理人であることを証する書
面を持参するようにして下さい。 

４ 受取人は、領収証欄に日付、住所及び氏名を
記入して下さい。ただし、公務員が公金を受領
する場合にあつては、官庁名又は公共団体等の

名称及び官職名を記入し、記名して下さい。 
５ 受取人が代理人に現金支払いの請求をさせよ
うとするときは、受取人が委任状欄に相当の事

項を記入し、署名するか又は別に委任状を差し
出して下さい。この場合には、代理人は領収証
欄に代理人であることを付記し、記名して下さ

い。 
６ 印紙税法の規定により、印紙税を納めること
となっている場合には、所定の額に相当する収

入印紙をはり、消して下さい。 
７ この通知書の発行の日から１年を過ぎますと
表記の銀行又は郵便局では支払いを受けられませ

ん（その場合は発行官署にお申し出下さい。）。 
８ この通知書の発行の日から支払いの準備が整
うまで、土、日曜日及び祝祭日を除き４・５日
程度要することがありますのであらかじめご了
承下さい。 
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参考書式第１２号（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とする。 

    ２ 領収証の収入印紙欄は、要・不要いずれかの不要文字を抹消するものとする。 

    ３ この通知書は電子情報処理組織を使用して作成するものとする。 

 

 
国 庫 金 送 金 通 知 書 

年  月  日発行 

 

下記の金額を次の金融機関でお受け取り下さい。 

（官署の所在地、及び官署名） 

歳入歳出外現金出納官吏、特別調達資金会計官、 

分任特別調達資金会計官、特別調達資金出納命令 

官又は特別調達資金出納官吏 

                  官職  

番 号 
  

日付 

 

払 渡 店 名 
 

受 取 人 住 所 
 

 

受 取 人 氏 名 
 

金 額 円 

領 収 証 の 

収 入 印 紙 
要・不要 

支 払 事 由 
 

○下記の領収証にご記入のうえ窓口にお出し下さい 

 

領 収 証 
上記の金額を受領しました。 

年  月  日 

 

住所 

 

 

 

氏名          

 

 

 

委 任 状 
上記の金額の受領を 

           に 

委任しました。 

年  月  日 

 

住所 

 

 
氏名        

   

 

（注意事項） 
1  この通知書の受領後、盗難等のためこの通知書

により、第三者がその支払を受けたときは、通
常の場合、国は貴殿に対しお支払できないこと
になりますので、払渡しを受けるまでは大切に
保管して下さい。 
 なお、この通知書についてのお問合せは、取扱
官署にお申出下さい。 

2  この通知書を亡失したときは、直ちに上記の銀
行又は郵便局に支払の停止を請求して下さい。
この場合、その支払がまだなされていないとき
は、上記金融機関を経由して発行官署へ届け出
て下さい。 

3  この通知書により、送金金額を受け取る者は、
印鑑証明書、身分証明書又は預貯金通帳等正当
な受取人又はその代理人であることを証する書
面を持参 するようにして下さい。 

4  受取人は、領収証欄に日付、住所及び氏名を記
入して下さい。ただし、公務員が公金を受領す
る場合にあっては、官庁名又は公共団体等の名
称及び官職名を記入し、記名して下さい。 

5  受取人が代理人に現金支払の請求をさせよう
と するときは、受取人が委任状欄に相当の事
項を記入し、署名するか又は別に委任状を差し
出して下さい。この場合には、代理人は領収証
欄に代理人であることを付記し、記名して下さ
い。 

6  印紙税法の規定により、印紙税を納めることと 
なっている場合には、所定の額に相当する収入
印紙を貼り、消して下さい。 

7  この通知書の発行の日から 1 年を過ぎますと
上 記の銀行又は郵便局での支払を受けられま
せん。 
（その場合は取扱官署にお申出下さい。） 

8  この通知書の発行の日から支払の準備が整う
まで、土、日曜日及び祝祭日を除き 4・5 日程度

要することがありますのであらかじめご了承下
さい。 

 

 

収入 

印紙 
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